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広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例及び条例施行規則の制定について 

 

１ 概要 

前回までの条例有識者会議での意見交換などを踏まえ作成した「広島市指定地域共同活

動団体の指定等に関する条例」（以下「条例」という。）案を、本年２月に開催された市議

会に提出し、３月２７日に市議会で可決され、３月２８日に条例を公布した。 

また、条例の規定に基づき、地方自治法（以下「法」という。）第２６０条の４９の規定

及び条例の施行に関し、必要な事項を定める「広島市指定地域共同活動団体の指定等に関

する条例施行規則」（以下「施行規則」という。）を、３月２８日に公布した。 

 

２ 広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例 

法に基づく指定地域共同活動団体の制度を活用し、ひろしまＬＭＯへの支援を一層充実

させることにより、地域における多様な主体が連携した共助の精神に基づく持続可能な地

域コミュニティの実現を図ることを目的として、本市における指定地域共同活動団体（ひ

ろしまＬＭＯ）に関する本市独自の指定要件やひろしまＬＭＯへの支援などを規定するも

のである。 

項目 内容 

前文 条例制定に至った背景や趣旨、目的を明らかにしている。 

第１条（趣旨） 
本条例は法に基づき、必要な事項を定めることが趣旨である

ことを規定している。 

第２条 

（ひろしまＬＭＯ） 

本市においては、指定地域共同活動団体として市が指定した

団体をひろしまＬＭＯと称することを規定している。 

第３条（ひろしまＬＭＯ

の指定要件） 

特定地域共同活動の内容及び本市独自の指定要件を規定して

いる。 

第４条（ひろしまＬＭＯ

に対する支援） 

本市がひろしまＬＭＯに対し、必要な支援を行うことを規定

している。 

第５条（申請等） 

ひろしまＬＭＯの指定の申請に当たって所定の申請書等の提

出が必要であること及び指定を受けた後の申請書等の記載事

項の変更等の届出が必要であることを規定している。 

第６条（委任規定） 
本条例で定めるもの以外で、法及び条例の施行に必要な事項

は、規則で定めることを規定している。 

附則 本条例は令和７年７月１日に施行することを規定している。 
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３ 広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例施行規則 

条例の規定に基づき、法第２６０条の４９の規定及び条例の施行に関し、必要な事項を

定めるものである。 

項目 内容 

第１条（趣旨） 

本規則が条例の規定に基づき、地方自治法第２６０条の４９

の規定及び条例の施行に関し、必要な事項を定めるものであ

ることを規定している。 

第２条 

（条例第３条第３項第２

号の規則で定める団体） 

条例において、ひろしまＬＭＯの指定要件の１つに「規則で

定める団体のうち半数以上が構成団体となっていること」と

いう要件を設けており、この要件の対象となる「自主防災

会」や「防犯組合」などの１２の地縁団体を規定している。 

第３条（申請等） 申請に係る添付書類や変更等の届出について規定している。 

第４条 

（活動計画等の報告） 

法に基づく報告徴収として、ひろしまＬＭＯは毎年度活動計

画及び実績を本市に報告しなければならないことを規定して

いる。 

第５条（指定の取消し） 法に基づく指定の取消しに関する手続きを規定している。 

第６条（委任規定） 
本規則で定めるもの以外で、条例の施行に必要な事項は、市

長が定めることを規定している。 

附則 本規則は令和７年７月１日に施行することを規定している。 

 

参考 条例策定の経緯 

時期 内容 

令和６年２月４日 持続可能な地域コミュニティの実現に向けたシンポジウムの

開催 

令和６年２月２２日 第１回条例有識者会議の開催（論点整理等） 

令和６年３月２３日～

２４日 

第１回持続可能な地域コミュニティの実現に向けたワークシ

ョップの開催 

令和６年５月１８日～

１９日 

第２回持続可能な地域コミュニティの実現に向けたワークシ

ョップの開催 

令和６年６月２８日 第２回条例有識者会議の開催（条例骨子等に関する意見交

換） 

令和６年１０月２９日 第３回条例有識者会議の開催（条例素案に関する意見交換） 

令和６年１２月８日 条例素案に関する住民説明会の開催 

令和６年１１月２５日

～１２月２０日 

条例素案に対する市民意見募集の実施 

令和７年１月２１日 ・市民意見募集に対する本市の考え方を公表 

・第４回条例有識者会議の開催（条例案に関する意見交換） 

令和７年２月 令和７年第１回市議会定例会に条例案を提出 

令和７年３月２７日 令和７年第１回市議会定例会で条例案可決 

令和７年３月２８日 条例及び条例施行規則を公布 

令和７年７月１日 条例施行 
 


